
( 最終年度中間評価 年 )(様式５)終了事業後評価調書   ( 評価年度 年 ) 評価確定日( 年 月 日）

政策コード 政 策 名事業ｺｰﾄﾞ
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

５．前回評価における指摘事項等１－１．事業実施の背景（施策目標の達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

①指摘事項

②指摘事項へ

の対応
１－２．外部環境の変化及び事業推進上又は完了後に明らかになった問題点

６．事業の内容
①事業概要及び推進状況

２．住民満足度の状況(事業終了後に把握したもの)
一般県民 （時期：受益者 年 月）①満足度を把握した対象

②満足度の把握方法
アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

③満足度の状況

②事業費等 単位（千円）

内　訳３．事業目的（どういう状態にしたかったのか） 当初計画事業費 最終事業費

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体

 ②事業の対象者･団体

事業費計

国 庫 補 助 金 ③達成のための手段 財
源
内
訳

県　　　　　債

そ　　の　　他

一 般 財 源

③当初計画及び最終の事業費比較

最終事業費／当初計画事業費　=( )

令和02令和03 令和03 05 06

05 誰もが元気で活躍できる健康長寿・地域共生社会戦略0060101

06 その他施策セーフティネット広報強化事業
その他施策関連事業01

健康福祉部 地域・家庭福祉課 調整・地域福祉班 1342 佐藤　寧 津川眞子

令和02 令和02

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少や失業などから経済的な困難を抱える世帯が増加
していると考えられ、今後も増えることが予想されることから、新型コロナウイルス対策としての給
付金等制度のより一層の周知を図る必要があった。

緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付、住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金の各制度に
おいて、新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況から、申請期限の延長や再貸付・給付の開始など
、制度内容に変更が年度内に複数回生じたことにより、広報内容や時期について、柔軟かつ迅速な対
応を求められた。

次のとおり、複数の広報媒体を活用し、各種貸付、給付金について周知を行った。��・県広報紙（９・１０月号）への掲載

��・令和２年８月から令和３年３月までにおいて、新聞７紙へ各紙毎月１回、計８回新聞広告を掲載��・令和２年１２月１

日から３１日まで民放３社において、テレビＣＭの放映��・チラシ６０，０００枚の作成・及び配布��・県公式Facebook、

□ □ Twitter、公式タイムラインに投稿

□ □ □ □
□

新型コロナウイルス感染症対応臨時特別給付新型コロナウイルス対策としての給付金等制度として、緊急小口資金、総合支援資金、住居確保給付
金        10,689金、ひとり親世帯臨時特別給付金について、必要な方に行き渡るよう周知を図る。        10,803

            0             0

            0            0

県             0             0

            0             0

県民        10,803        10,689

       10,689       10,803

            0            0県広報紙への掲載、新聞広告への掲載、テレビＣＭの放映、制度紹介チラシの作成・配布等により周
            0知を図る。             0

            0            0
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７．事業の効果及び課題の改善状況
所管課の評価

評価結果
住民満足度の状況 a c b 
【ｂ又はｃの場合の分析】

A有
効
性
の
観
点

B
適用の可否事業の効果 可 不可

a 達成率100％以上 c 達成率80％未満b 達成率80％以上100％未満
８．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み C【ｂ又はｃの場合の理由】

指標名 指標の種類

成果指標
指標式

業績指標

①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 全体
指
標
Ⅰ

目標a 評価結果事業の経済性の妥当性 適用の可否 可 不可
a 1.0～ c ～0.8実績b b 0.8～1.0

〔〕〔
A 1.0～

〕＝/効
率
性
の
観
点

②データ等の出典

【評価への適用不可、又はｂ、ｃの場合の理由】
B 0.8～

③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 1.0

指標の種類指標名
C ～0.8

成果指標指標式
業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当
指
標
Ⅱ

B (概ね妥当である)A (妥当性が高い)年度 年度 全体 C (妥当性が低い)年度 年度 年度 年度 年度指　標
目標a

総
合
評
価

実績b

②データ等の出典

③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月

◎指標を設定することができなかった場合の効果の把握方法 評価結果の類似事業への反映状況等(対応方針)
①指標を設定することが出来なかった理由

政策評価委員会意見②成果(見込まれる効果)

国の貸付等制度の実施内容の変更に伴う広報内容の変更に柔軟に対応するため、県ホームページや県

公式Facebook、Twitterなど複数の広報媒体を活用し、適切な時期に広報活動を行った。 ○ ○ ●

新型コロナウイルスにより経済的に困難を抱えている世帯の把握が困難であり、広報対象者及び満足
度の把握は困難であるため。

○

○
● ○

○ ○ ●
●

ひとり親世帯臨時特別給付金の支給対象である、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減ひとり親世帯臨時特別給付金
少した世帯数の想定値より、実際の給付世帯数が下回ったため。

○対象世帯数分の支給決定件数（件）

●

○ ●

2 6 27 28 29 3 0 0 1 0 2

○ ●         0         11277         0          0          0          0     11,277         0

○ ○○         0          7146         0          0      7,146         0          0          0

○当初計画時の効果事業終了後の効果ｂ／ａ                                      63.4%  63.4%

最終事業費 当初計画事業費県内市町村における支給決定件数の報告

●
広報を行うにあたり、新聞広告やテレビＣＭ、チラシ等の広報媒体に加え、県ホームページや、県公

○●○ 0 5
式Facebook、Twitter等のＳＮＳを活用し、コストの削減を図っている。

○
○
○

○ ○
○ ● ○2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 0 1 0 2

新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な困難を抱える世帯が必要な支援につながるよう、緊急小口資金、総合支援         0          0          0          0          0          0          0              

資金の特例貸付、住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金の各支援制度について、様々な広報媒体を活用し、制度の         0          0          0          0          0                       0          0
内容等に柔軟に対応しながら広報を展開することができた。

                                              0%ａ／ｂ

○ ○○
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( )

終了事業事後評価判定点検表

(１)各評価項目の判定基準

１
次
２
次

配
点

判定基準 評価結果観 点 評価項目

住民満足度等を的確に把握しており、満足度もa 2
高い A:有効性は高い

一
(4点)住民満足度等を把握しているが、手法が的確で

住民満足度等の状 b 1
ない又は満足度が高くない

況
B:有効性はある

c 住民満足度等を把握していない 0
（1～3点)

ア有効性
a 2目標値に対する達成率が全て100%以上 C:有効性は低い

二
（0点)

事業目的の達成状 b ａ、ｃ以外の場合 1
況

c 目標値に対する達成率のいずれか一つが80%未満 ２次0 １次

計 4

A:効率性は高い当初計画時と事業終了後の事業効果を比較したa 2 （2点)値（注）が全て1.0以上一 B:効率性はある
（1点)事業の経済性の妥

b ａ、ｃ以外の場合 1 C:効率性は低い当性イ効率性 （0点)

当初計画時と事業終了後の事業効果を比較したc 0 ２次１次値のいずれか一つが0.8未満

計 2

（注）事業経済性の算定式

上式で、効果とは事業の効果を把握するために設定した指標の実績値をいう。なお累積の実績値を設定

している場合は、前年度からの差し引きによる「単年度増加分」を実績値として用います。

(２)総合評価の判定基準

総合評価総合評価の区分 判　定　基　準

全ての観点の評価結果が「Ａ」判定の場合Ａ (妥当性が高い)

総合評価結果が「Ａ」又は「Ｃ」以外の場合Ｂ (概ね妥当である)

全ての観点の評価結果が「Ｃ」判定の場合Ｃ (妥当性が低い)

セーフティネット広報強化事業0 0 6 0 1 0 1

 （様式５－１）

0

0

C0

1

1 B

（事業終了後の効果／最終事業費） ／ （当初計画時の効果／当初計画時事業費）

B
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